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〔論文〕

海外現地法人の管理会計
一業績評価と移転価格一

佐藤康男

はじめに 1．海外現地法人の業績評価

日本企業は80年代後半から海外現地法人の設立

を増大させてきたが，それにともなって管理会計

の領域にも新しい問題が発生してきた。それは，

現在のところつぎの二つに区分できると思われる。

ひとつは日本にある親会社あるいは本社が海外

現地法人をいかにして管理するかという問題であ

る。海外現地法人の管理は，会計数値によって行

なうのであるから，当然に業績評価を含む管理会

計上の問題となる。

もうひとつの問題は，近年とくに貿易摩擦との

からみで増大している移転価格税制とダンピング

である。これは財務会計の領域とも関連している

が，いずれも原価計算に関するものであり，管理

会計の領域となる。

これら二つの新しい管理会計上の問題は，会計

研究の理論から生まれたものではなく，日本企業

の海外現地法人の増大にともなって発生したもの

である。したがって，その内容を知るためには，

海外現地法人の実態を調査しなければならない。

そこで，筆者は1991年２月に海外現地法人を所

有している製造業245社を対象にしてアンケート

調査を実施し，そのうちの有効回答数118社一

有効回答率48％－の内容をすでに本誌に発表し

ている(')。本稿はそこで掲載できなかった業績評

価の一部分と，移転価格の問題を明らかにするの

が目的である。

とくに移転価格をめぐる問題は，最近，「1米間

の貿易摩擦の象徴のようになっており，今後は他

の国々にも波及する様相を呈している。このよう

な海外現地法人をめぐる管理会計上の諸問題に焦

点を当てた研究は，筆者の知る限り，わが国では

初めてのものであり，パイロット研究となるであ

ろう。

すでに掲げた論文では，業績評価の目的，業績

評価に用いられる会計報告書の種類と期間，会計

報告の換算レートと予算決定権，業績評価の会計

規則についての実態調査を明らかにした。そこで

の内容を簡単に要約するとつぎのようになる。

。日本企業が業績評価の対象にするのは現地法

人であって，現地マネージャー（最高責任者）

ではない。

゜現地法人から日本の親会社が受け取る会計報

告書は，貸借対照表と損益計算書がもっとも

多く，次いで売上高明細表となっている。期

間は1ケ月単位が多い。

゜会計報告の換算レートは予算期間末の実際レー

トを使用している例がもっとも多く，現地法

人の年度予算の決定権は本社24％，現地法人

３３％，本社と現地法人との交渉37％となって

いる。また，業績評価のための会計規則は現

地会計規則によっているものが79％ともっと

も多く，次いで内部報告用の会計規則が15％

となっている。

業績評価のための会計数値

業績評価はどのような数値によって行なうのか

を知るためにつぎのような質問をした。「現地法

人および現地マネージャーの業績評価をするさい，

どのような会計数値の基準にもとづいて行ないま

すか。（）のなかにその重要性に応じてｌから

４までの数字を記入して下さい。ｌ＝もっとも重

要である２＝重要である３＝重要性が少ない

４＝使用していない」

現地現地
法人マネージャー

１投資ﾈﾘ益率（ＲＯＩ）（）（）

２売上利益率（）（）
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予算・実績比較の五つである。利益と売上高の項

目はないが，これは予算・実績比較で示されるの

で内容的には同じであろう。

また，ＢＩＲＴの調査では資産利益率(ＲＯＡ)，

持分利益率（ＲＯＥ)，残余利益（ＲＤ，会社あ

るいは子会社のキャッシュ・フローへの貢献など

の項目がある。さて，ここではやはり重要性に

応じてｌから４までの数字で記入されているが－

ただし，４＝重要でない－，集計方法は本稿と

は異なっており，それぞれのポイント数に回答企

業数を掛け，その合計額を回答した合計企業数で

割っている。

表（２）に示したものは，この方法でポイント化

したものであるが，財務評価基準は表（１）と同じ

である(3)。もちろん，数値が低ければ重要性は高

いということになる。
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７
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ＲＯＩの予算・実績比較

利益の予算・実績比較

売上高の予算・実績比較

その他（具体的に；）

表（１）業績評価のための会計数値

！ 
表（２）欧米企業との比較

表（１）に示した数値は，それぞれの重要性に応

じて記入された数字を単純に合計したものである。

企業の回答はそれぞれの項目に対して，１から４

までの数字を複数で記入してある。このアンケー

ト調査ではこれらの項目に対して，現地法人と現

地マネージャーの業績評価を区分して質問したが，

すでに述べたように日本企業は現地マネージャー

を評価するという目的はないので，このような区

分は必要なかったかもしれない。

表（１）からわかるように，日本企業が現地法人

の業績評価のために使用する会計数値は，利益と

利益の予算・実績比較であり，次いで売上高と売

上高の予算・実績比較となっている。そして，利

益率ではＲＯＩよりも，売上利益率を重視してい

ることがわかる。

欧米系の企業と比較するためのデータとして，

1980年代にチェコビッチ，チョイおよびバビシ

等によって行なわれた「国際経営研究チーム

(BusinesslnternationalResearchTeam-以

下，ＢＩＲＴと省略する)」の研究がある(2)。

この調査の内容は本稿のそれとはいくぶん異なっ

ているが，共通している財務評価基準は投資利益

率（ＲＯＩ），売上利益率（ＲＯＳ)，ＲＯＩの予

算・実績比較，利益の予算・実績比較，売上高の

これをみると，米国企業は利益の予算・実績比

較とＲＯＩを重視していることがわかる。また’

売上高の予算・実績比較もそれらに次いでいるの

で，もしⅢ利益と売上高という項目があったなら

ば，日本企業と同じように重要度の高いポイント

をあげていたと思われる。日本企業がＲＯＩをあ

まり重視していないにもかかわらず，米国企業が

その逆なのはこれまでの研究でもよくいわれてい

るとおりである。

ヨーロッパの企業は，利益の予算・実績比較を

もっとも重視し，次いで売上利益率と売上高の予

算．実績比較となっている。また，ＲＯＩも重視

しているが，アメリカ企業ほどではない。

以上のことからわかるように，日本,米国および

ヨーロッパ企業とも利益と売上高を重要視している

点では共通している。ＲＯＩを除けば,ほぼ同じ

基準によって業績評価を行なっているといえる。

基準
現地法人

１位 2位 ３位 4位 計

現地マネージャー

1位 ２位 ３位 ４位 計

１ 1３ 2３ 2７ 3１ 9４ 1０ 1０ 1８ 4３ 8１ 

２ 2４ 3８ 1９ 1２ 9３ 1６ 3４ 2０ 1５ 8５ 

３ 5６ 3０ ５ ４ 9５ 4２ 2５ ７ 1１ 8５ 

４ 3７ 3８ 1１ ９ 9５ 2９ 3３ 1２ 1２ 8６ 

５ ５ 2２ 2９ 3５ 9１ ３ 1４ 2５ 4０ 8２ 

６ 4５ 2７ 1３ ８ 9３ 4６ 2０ ９ 1２ 

７ 2８ 3７ 1９ 1１ 9５ 3１ 3１ 1１ 1２ 

８ ３ ４ １ 2８ 3６ １ ２ ３ 2４ 

本 米国 欧州

2.8 1.8 2.1 

２ ２ 2.2 1.9 

３ １ 一。

４ １ ９ 

５ ３ ０ 2.3 ２．４ 

６ １ ８ 1.5 Ｌ４ 

７ ２ １ 2.0 1.9 
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非会計数値の利用

海外現地法人の業績評価は，すでに述べたよう

な会計数値だけに依存するものではない。そこで，

どのような非会計数値を業績評価に利用している

かを調査した結果がⅢ表（３）に示されている。こ

の質問でも，やはりその重要性に応じて１から４

(＝使用しない）までの数字で記入して貰ったが，

これらの数値は業績評価の対象を必要としていな

い－つまり，使用していない－という企業も

かなりあった。

ただし，ここでの比較は現地法人ではなくて，

現地マネージャーの業績評価を対象にしている。

その理由は，ＢＩＲＴの調査結果をみると，この

ような非会計数値を利用するのは，現地マネー

ジャーの業績評価に対して重要であるとされてい

るからである。すなわち，品質管理とか，従業員

の移動率などは現地マネージャーの管理能力を示

すからであろう。

表（４）の結果は，日米欧ともマーケット・シェ

アを重視していることがわかる。次いで品質管理

を璽視しているが，日本企業は欧米とは異なり，

現地政府との関係はあまり重視していない。これ

は特別のトラブルでも生じない限り，現地政府と

の関係の良否を示す情報が得られにくいのも原因

にあるのかもしれない。

さて，つぎに現地法人の業績によって現地マ

ネージャーがどのような評価を受けるのかを調査

するために，つぎのような質問をした。「現地法

人の業績評価によって，当該現地マネージャーの

以後の昇進あるいは査定に影響を与えますか。該

当する番号にまるをつけて下さい」

ｌまったくない１１社（１０)粥

２少しある６１（56）

３相当ある３６（34）

表（３）非会計数値の利用

１＝品質管理２＝従業員移動率

３＝親会社およびグループ企業との協力度

４＝現地政府および地域との関係

５＝マーケット・シェア

これからわかるように，品質管理を表わす数

値一不良率など－とマーケット・シェアがもっ

とも使用されており，次いで親会社およびグルー

プ企業との協力度があげられている。ただ，現地

法人と現地マネージャーの業績評価の差異はあま

りなく，やはりここでも現地マネージャーの業績

評価には積極的でないことが回答数からも読み取

れる。同じように，欧米企業の調査をしたＢＩＲ

Ｔと比較すると表（４）のようになる(ｲ)。

108（100） 

これをみると，現地法人の業績評価によって，

現地マネージャーの以後の昇進あるいは査定に関

連すると回答した企業は90％にもなっている。こ

の結果は，筆者の予想をはるかに上回るものであ

り，日本企業でも管理者の業績評価は厳しくなっ

ていることがうかがえる。

本社費の配賦

海外現地法人の業績評価を厳密に行なうために

は，本社費のような共通費の配賦をも考慮しなけ

ればならない。たとえば，事業部制組織を採用し

ている場合，本社費は一定の基準にもとづいて事

業部に配賦され，最終的にはそれを差し引いた利

益で業績評価がなされる。

しかしながら，海外現地法人は，たとえ100％

出資の子会社であっても，独立した企業であって

同一企業内の事業部制とは異なる。そこで本社費

表（４）欧米企業との比較

ＢＩＲＴの調査では，４＝現地政府との関係と

なっている。

基準
現地法人

１位 ２位 3位 ４位 計

現地マネージャー

1位 2位 3位 ４位 iil． 

１ 5１ 3１ ８ 1３ 103 4６ 2９ ７ 1１ 9３ 

２ ３ 1７ 4６ 9５ ６ 2３ 2１ 4０ 9０ 

３ 2４ 3７ 2２ 2１ 104 2５ 3２ 2１ 1６ 9４ 

４ 1２ 3５ 2７ 2５ 9５ ８ 3２ 2８ 2２ 9０ 

５ 5３ 3１ 1０ 1２ 106 4５１２７ 1１ 1４ 9７ 

基準 日本 米国 欧州

１ 1.8 １９ 2.0 

２ ３ 0 ２ ５ ２ ７ 

３ ２ ３ ２ ０ ２ １ 

４ ２ ７ １ ８ １ ９ 

５ １ ９ １ ５ １ ６ 
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の配賦をどのように行なうかは，それぞれの企業

によって異なると思われるが，まず配賦をしてい

るかどうかを明らかにするためにつぎのような質

問をした。

「現地法人の業績評価のさい，本社で発生する

つぎのような共通費は，国内の事業部単雨位と同じ

ように現地法人に配賦されますか」それぞれの項

目ごとに配賦するか否かを回答して貰ったが，結

果は表（５）のようになっている。

少ないということである。この原因がどこにある

のかは不明確であるが，配賦方法の内容について

も質問する必要があったかもしれない。

国内の事業部制と同じように考えるならば，事

業)111の月次報告および年間の損益計算書で売上高，

人員，利用度などの基準によって，それぞれの事

業部が負担すべき本社共通費が示されることにな

る。そして，それらを差し引いた最終利益で業績

評価がなされることになる。

しかし，海外現地法人の場合この方法を採用し

ても，共通費の実質的負担は親会社になるので意

味がない。本社費のような費用項目で現地法人が

親会社に送金するようなことはできないし，費用

として計上することもできない。したがって，本

社共通費を海外現地法人に負担させるためには，

次節で述べることになる移転価格に含めるのが一

般的であろう。

本社共通費が製造原価に含まれることは一般に

ありえないので，販売費および管理費を移転価格

に加えることになる。通常，移転価格のベースと

して「原価のプラス利益」基準が採用されるとき

には，製造原価であることが多い。したがって，

移転価格を決定するベースとして総原価がどの程

度に採用されているｶｺの調査が必要であろう。今

後の課題として残されている。

表（５）本社共通費の配賦

海外現地法人は子会社であっても別会社である

から，本社費の配賦をしている企業は少ないとい

うことはあらかじめ予想されたことである。しか

し，ここに掲げた五つの費用項目を配賦している

企業延数が59社あったことは予想できなかった。

さて，これについてもＢＩＲＴの調査と比較し

てみよう。この調査では，配賦する企業としない

企業とを比率で示しているので，表(５）も同じよ

うに表わすと表（６）のようになる(`)。

（１）Ｃｆ・佐藤康男「海外現地法人の会計管理一

フィールド・リサーチー」経営志林，第28巻３号ｂ

なお，アンケートの対象をなぜ製造業に限定した

のか，日本企業の海外進出の実態，回答企業の内

容などについては上掲の論文を参照されたい。

（２）LJamesCzechowicz，FrederickD・S

Choi，andVinodBBavishi，Assessing 

ForeignSubsidiaryPerformance：Systems 

＆PracticesofLeadingMultinationalCom‐ 

panies（ＮｅｗＹｏｒｋ：Businesslnternational 

Corporation，1982） 

この調査は欧米の多国籍企業300社を対象にしてな

されたが，有効回答企業数はアメリカ64社，ヨー

ロッパ24社である。さらに，アメリカとヨーロッ

パの多国籍企業のそれぞれ10社に対して財務担当

役員にインタビューがなされている。８０年代の実

態調査としては唯一のものであり，この内容１こつ

表（６）欧米企業との比較
(％） 

、
四四画匹田■函困可

囮

躯社管理

（１）＝配賦する（２）＝配賦しない

欧米企業との比較から明らかなことは，日本企

業がこれらの共通費を配賦している比率は非常に

共通賛 配賦する｜配賦しない 計

研究および開発費 １６$Ｉ ９４社 110iｔ 

本社管理饗 1１ 101 

データ・プロセシング質 ８ 100 108 

販売促進賛 2２ 8７ 109 

その他 ２ 1９ 2１ 

計 5９ 401 460 

ｉｆ 通費〆、

日本

(１） (２） 

米国

(１） (２） 

欧州

(１） (２） 

研究および開発費 1５ 8５ 4５ 4２ 4２ 6３ 

本社管理質 1０ 9０ 5２ 3９ 4２ 5８ 

データ･プロセシング費 ７ 9３ 3３ 5４ 2５ 6３ 

輸送質 3３ 4７ 2５ 5８ 

販売促進饗 2０ 8０ 1９ 5９ 2５ 6３ 

Hosei University Repository



7５ 

現在，日本の大企業では製品別事業部制がもっ

とも一般的と思われるが－ビール業などのよう

にフレッシュさが要求されるような場合には地域

別事業部制が採用される－その目的は，企業規

模の拡大にともなう権限の委譲であり，管理会計

では責任会計とか事業部長の動機づけの問題と関

連して論議される。

それでは，このような国内移転価格に関するこ

れまでの研究はどのようになされてきたのであろ

うか(1)。この内容を簡単に要約するならば，事業

部制組織を採用している企業が当初の目的を達成

するためには，本部と事業部あるいは事業部間の

移転価格をどのような価格で，そしてどのような

プロセスで設定すべきかという二つの問題に焦点

が当てられている。

本来の意味での事業部制は，組織のなかにプロ

フィット・センターとしての事業部を設定するこ

とである。そして，それぞれの事業部は与えられ

た目標を達成するために努力するが，個々の事業

部にとっての最適利益ではなくて，企業全体とし

ての利益が最適になるようにしなければならない。

古典的な管理論のフレーズでいうならば，「部分

的な最大利益ではなく，全体的な最大利益」があ

がるようにしなければならない。

したがって，このような移転価格もその目的を

達成するように設定しなければならない。また，

事業部が与えられた目標を達成するためには，本

部あるいは本社から事業部に対して一定の動機づ

けがなされなければならない。これは，管理会計

の領域では事業部予算の設定および業績評価の問

題となる。

以上から明らかなように，同一企業の事業部間

の移転価格の問題は，プロフィット・センターと

しての事業部の利益が企業全体としての利益を損

なわないような価格で設定され，かつ事業部の業

績評価が本社によってなされるのであるから，事

業部あるいは事業部長の意思決定の独立性が保証

されなければならないという二つに要約できよ

う。(2)

いては下記の文献で紹介されているので，本稿で

もこれに依存している。

Ｃｆ・宮本寛爾ｒ多国繍企業管理会計」中央経済社，

1989年，67-88頁。

（３）宮本寛爾，上掲書，７１頁。

（４）上掲書，７２頁。

（５）上掲書，７８頁。

２．移転価格

移転価格（transferprice）は振替価格とも呼

ばれ，前者は主として税制との関連で使用され，

後者は管理会計の領域で用いられるものであるが，

企業では前者のほうが一般的であることから，妓

近では管理会計でもむしろ移転価格という用語が

利用されることが多い。

管理会計の領域では，移転価格の問題はかなり

以前から中心的なテーマとして論議されてきた。

しかし，これまで論議の対象となってきた移転価

格は，同一企業間の事業部間の取引あるいは日本

国内の親会社と子会社間の取引で使用されるもの

であり，いわゆる国内移転価格である。

それに対して，今回の実態調査の内容は日本に

おける親会社と，その海外現地法人との間の取引

で使用されるものであり，いわゆる国際移転価格

と呼ばれている。これら二つの移転価格は，その

ベースとして用いられる基準には共通のものがあ

るにしても，それから生じる問題はかなり異なっ

ている。

（１）国内移転価格の問題点

国内移転価格は，同一企業の事業部間で部品，

半製品および製品などの振り替えが行なわれると

きに使用されるものである。しかし，事業部制が

全く導入されていない企業でも，あるいは部分的

にしか採用されていない場合でも移転価格は利用

される。たとえば，前者のケースは，製造（工場）

部門から販売部門に製品を引き渡すときに用いら

れる社内仕切価格と呼ばれるものがまさにそうで

ある。また，後者のケースとしては，事業部でな

いある製造部からある販売事業部へ，あるいは

ある事業部から事業部でない他の部門への生産物

の振り替えが行なわれる場合があげられる。

（２）国内移転価格の設定基準

国内移転（振替）価格は，どのような基準にも

とづいて設定されるのであろうか。結論からいう
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合，市価基準を採用すれば，事業部長に意思決定

の独立性を与えることになる。

業績評価目的のための振替価格基準としても，

市価が理論的に妥当であることは明らかであろう。

事業部（長）の業績評価がなされるならば，その

前提として評価される管理者の意思決定の独立性

が保証されなければならないからである。

しかし，事業部が不完全操業の場合には全社的

な観点からみると標準変動費によって行なわれる

のが望ましい。このケースでは，，しかしながら，

供給事業部につねに損失が発生することになり，

公正な業績評価とは矛盾することになる。そのた

めに，標準変動費のほかにｗ供給事業部の固定費

と利益を補償するような方法をとらなければなら

ない。

以上述べてきたことは，財務会計目的と管理目

的による基本的に違いであるが，これは理論的な

考察であって，現実ではさまざまな決定基準が使

用されている。わが国で使用されている振替価格

の設定基準としては，つぎのようなものがあげら

れる。

ならば，これは財務会計目的か，管理会計目的か

によって異なる。外部報告目的，つまり貸借対照

表や損益計算書などを作成する財務会計目的の観

点からいえば，全部原価計算による製造原価が望

ましい。なぜならば，この価格によって振り替え

を行なうならば，特定の事業部に利益が偏るとい

うことがないからである。しかも，それぞれの事

業部利益の合計が全社的利益になるからである。

しかし，管理会計の観点に立って事業部の利益

計算を行なう場合，移転価格はつぎの二つの目的

に適合するものでなければならない(3)。

１事業部別の短期利益計画と個別業務計画の

ような意思決定目的のための移転価格

２事業部別の利益管理のような業績評価目的

のための振替価格

最初の意思決定目的のためには，全部原価計算

による製造原価よりも標準変動費のような部分原

価や市価基準のほうが理論的には望ましいと考え

られる。たとえば，事業部の操業度に余裕がある

場合一不完全操業一には，移転価格の対象と

なる生産物の増分価格は変動費である。したがっ

て，このような場合の内部振替価格は標準変動費

で行なわれるのが理論的に正しい。しかし，（供

給）事業部が完全操業の場合には，標準変動費に

一定のプレミアムを加算しなければならない。な

ぜならば，内部供給すれば，それによって外部販

売から得られたであろう利益を犠牲にすることに

なるからである。

ある（供給）事業部が生産物を外部販売するか，

内部供給するかを決定したり，あるいはある（受

入）事業部が外部から購入するか，社内から購入

するかを決定するときは，市価基準を用いるのが

合理的な意思決定とみなされる。もし，ある生産

物を外部販売しないで内部供給した場合，市価は

外部販売から得られたであろう収益であるから，

機会原価となる。

しかしながら，市価基準を採用する場合の問題

点は，移転価格の対象となる製品，半製品と同じ

クラス，品質をもったものが市場に存在するかど

うかである。しかも，現実の市場は一物一価が存

在するような純粋競争の世界ではない。ただ，内

部振替価格と市場価格に大きな隔たりがある場合，

（a）原価基準

。全部原価基準（標準，実際）

・標準変動費基準

（b）原価プラス基準

に）市価基準

・市価基準

・市価マイナス基準

・交渉価格

全部原価基準であっても，,標準原価によるか，

それとも実際原価によるｶｺの二つのケースに区分

される。反復的に生産されるような製品および中

間製品ならば，標準価格が設定されているだろう

し，またそれはしばしば改訂されているので実際

原価ともあまり大きな隔たりはないと思う。しか

し，仕様がかなり異なる受注品のような生産物の

場合には，当然に標準の設定は困難であるから，

実際原価をベースとしなければならない。

このような全部原価基準には利益が含まれて

いないので，供給事業部の業績評価をするさいに

は不適切である。したがって，この基準が採用さ

れるのは，内部利益を控除するという手間を省け
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7７ 

ると同時に，財務諸表の作成にも好都合な場合で

あり，まさに財務会計目的のためのものである。

標準変動費基準についてはすでに述べたが，こ

れも標準ではなくて実際変動費が使用されるケー

スも考えられる。しかし，この基準が使用される

のは，反復的に生産されるような製品および中間

製品をもつ場合であろう。そうでないと，同じ生

産物の振替価格として実際変動費基準を採用する

と，いつも異なった価格で行なわれることになり，

混乱が生じやすいからである。

原価プラス基準は製造原価に利益を加えたもの

であるが(⑪，これも厳密には標準全部原価と実際

全部原価の二つがある。しかし，これも反復生産

物のときにはあまり差異はないであろう。この基

準が採用されると，供給事業部には利益が計｣二さ

れるので業績評価にも役立つと同時に，一定の売

上利益率で計上すれば内部利益の控除も容易なの

で財務諸表の作成目的にも好都合である。

市価基準についてはすでに述べたが，それ以外

に市価マイナス基準も採用されることがある。こ

れは二つの意味をもっている。第１は，市価とし

て第３者に明確になるのは定価である。しかし，

実際の取引価格はそれを下回るのが通常であるか

ら，市価からその予想額をマイナスするのである。

第２の意味は，同一企業の事業部間の振替価格の

ベースとして用いるのであるから，第３者間の取

引価格である定価よりは当然に下回るべきだとい

う考え方である。つまり，この考え方は供給事業

部側にも利益を生じさせるが，受入事業部側にも

同じような配慮をしていることになる。最後の交

渉価格とは，事業部間あるいは本部と事業部間の

交渉によって決定することであるが，その場合に

は市価がメルクマールになると思われるので，こ

れは市価基準のひとつに加えたのである。

しかし，海外現地法人が国内企業の事業部制組

織と異なるのは，たとえ100％出資であるにせよ，

現地法人は日本企業とはまったく別の独立した企

業だということである。親会社のコントロールを

受けるとはいえ，現地法人が計上した利益に対し

て法人税が課せられることになる。

通常，国内移転価格は内部振替価格とも呼ばれ

るように，同一企業の事業部間あるいは部門間の

生産物の振り替えを前提としている。したがって，

国際移転価格のベースとなっている独立した企業

間の生産物の移転，およびそれらの企業が異なっ

た国籍をもっている場合，これに特有な問題が発

生する。

たとえば，日本にある親会社が100％出資で，

Ａ，Ｂという二つの国に現地法人を設立したとし

よう。そして，日本およびＡ，Ｂの３国の税率を

比較したとき，Ｂ国がもっとも低い場合，日本の

親会社はＡ国であげた利益のみならず，日本であ

げた利益の一部あるいは全部をＢ国の子会社であ

る現地法人に移すことによって，企業全体として

の税負担を回避することができる。

このような操作のために使用されるのが移転価

格である。いま，日本の親会社から，Ａ国で現地

生産している子会社に半製品および部品を供給す

るとしよう。そのとき，それらの生産物の移転価

格を低く設定するならば，日本企業の利益は小さ

くなり，結果として税の納付は少なくなる。他方，

Ａ国の現地法人は仕入価格が低いので利益は大き

くなり，結果として税の納付も多くなる。そこで，

この企業は完成した製品をＢ国にある現地法人に

販売することになり，そのときの移転価格を低く

設定すればＡ国にある現地法人の利益の一部ある

いは全部を税率のもっとも低いＢ国の現地法人に

移転することができる。結果として，この企業は

日本にある親会社の利益をＡ国を通じてＢ国に移

したことになり，企業全体としての税負担を回避

することができる。

もちろん，Ａ国の現地法人からＢ国のそれに販

売したとしても，製品を実際に輸送する必要はな

く帳簿上の振り替えでもよい。このような操作は，

日本企業が台湾などで製品を生産し，それをアメ

リカへ輸出するさいに実際に行なわれている。つ

まり，製品は台湾からアメリカへ直接に輸送され

（３）国際移転価格の問題点

日本企業が海外現地法人を設立する目的はさま

ざまであるが，進出形態も多様である。親会社が

100％出資する現地法人もあるだろうし，現地企

業との合弁形態，関連企業との共同出資の形態も

あるだろう。また，合弁，共同出資の形態でも，

出資比率でマジョリティを握る場合とマイノリティ

では内容も異なるであろう。
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のあらたな貿易摩擦の火種となっている(`)。この

問題は企業が多国籍化すればするほど，多くの国

で発生する可能性をもっている。それぞれの国の

政府は税収を確保するために，多国籍企業が自国

に不利な会計操作をしていないかどうかに目を光

らせる必要があり，そのために制定されたものが

｢移転価格税制」であり，日本でも1986年から実

施されている。

これは訴訟問題に発展すると多大な費用と時間

がかかるだけでなく，両国間の報復合戦になりか

ねない(7)。また，この移転価格税制はメーカーだ

けが対象ではなく，証券・金融業などにも適用さ

れるので，その範囲はますます広がる様相を呈し

ている(8)。

この問題は２国間の政府協議に依存すれば，二

重課税を回避する策がとられなければならない。

つまり，追徴を受けた企業は，その企業全体とし

ては税負担を回避しているのではないので，もし，

米国で追徴税を支払ったならば，同額を日本政府

から還付されるべきと考えられる。なぜならば，

この企業は不適切な移転価格の操作一意図的で

はなかったにせよ－によって，米国で納付すべ

き租税を日本で負担したことになるからである(9)６

しかし，この政府間協議は時間がかかるし，還

付する場合でも地方税にもおよぶし，なによりも

金額が大きいので政治問題に発展する傾向が強い。

ある業界のひとつの企業のケースを認めれば，そ

の業界の多くの企業に波及しかねないので，政府

間協議による解決はますますむつかしくなるであ

ろう。

だが，租税裁判所一税法専門の裁判官が政治

要因とは関係なく裁判を下す米国の特別裁判所一

への提訴も，すでに述べたように多大な訴訟費用

と時間が必要となり，企業にとってはあまりにも

負担が重い。そして，このような訴訟による場合，

それぞれの国の税制が平等でなければならない。

たとえば，移転価格税制に関していえば，米国の

税制は日本のそれよりも明らかに企業に対して厳

しいものになっている。

日本の移転価格税制では，税務当局が追徴税を

請求するさい，その移転価格が不公正であるとい

う立証も行なわなければならない。それに対して，

米国の場合にはＩＲＳにはその責任はなく，移転

るが，帳簿上では台湾の現地法人から日本の親会

社が輸入し，それをアメリカに輸出する形態をとっ

ている。

このような帳簿上の形式的な操作によって，い

わゆる多国籍企業と呼ばれる大企業は税率の低い

国に利益を移すことができる。多国籍企業の先進

国であるアメリカで最初このような問題に直面し

たのであるが，これを防止するために制定された

のが「タックス・ヘイブン税制」であり，わが国

も1978年にこの制度を導入している(5)。

これは税率の低い，こうした操作に利用される

国（ヘイブン）を具体的に指定し，そこにある日

本企業の子会社の留保所得の一部，あるいは全部

を親会社の利益とみなして課税するというもので

ある。しかし，これは調査に多大な費用と時間が

かかるし，メーカーだけでなく金融業などの企業

もペーパー・カンパニーを設立して税負担の回避

がみられるなど，今後も大きな問題として残るだ

ろう。

さて，国際移転価格をめぐる租税に関するもう

ひとつの問題がある。上述したタックス・ヘイブ

ンは企業グループ全体の税負担を回避しようとす

るものであるが，企業がそのような意図をもたな

くても２国間に税収人をめぐる問題が発生する。

いま，日本企業がアメリカにある現地法人に半

製品あるいは部品を供給しているとしよう。それ

らの移転価格は，すでに述べた基準のひとつを使

用しており，日本の親会社は税負担を回避しよう

とするような意図はまったくない。しかし，結果

として日本の親会社は利益を計上しているのにア

メリカの現地法人が赤字であったり，利益額が小

さかったりしたならば，アメリカ政府は，日本企

業が移転価格を操作して意図的にアメリカでの租

税の納付を回避したと疑いをもつであろう。

この場合，日本企業からみれば，アメリカで租

税を納付しても日本政府に徴収されても，企業全

体として負担する税額は同じであるから，経営者

が特別なナショナリストでもない限り，そのよう

な操作をすることは考えられない－ただ，両国

間に税率の格差がある場合には，税率の低い国に

利益を移したほうが有利ではあるが……－． 

このような２国間の税収人をめぐる問題は，最

近あたらしく発生したものであり，とくに日米間
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価格が適性であるという立証は企業が行なわなけ

ればならない。また，税務調査期間も国によって

異なるなど，当事国間の税制の不平等は，この問

題をさらに複雑化している。

以上，「タックスヘイブン税制」と「移転価格

税制」をめぐる問題点を考察してきたが，これら

は国際移転価格に関する新しい事象であり，多国

籍企業の増大とともにますます重要となるだろう。

いるのであろうか。今回の実態調査では，マジョ

リティのない現地法人を含むすべての日系法人を

対象にして，つぎのような質問を行なった。

「現地法人への初期投資あるいはその後の追加

投資は，どのような形態で回収しますか。該当す

る番号をまるで囲んで下さい」

ｌ利益送令

２配当金

３部品あるいは半製品の供給（売上）

４製品の供給（売上）

５ロイヤルティー

６現地投資（拡大）に回す

７投資の回収は考えていない

８その他（具体的に； ） 

（４）日本企業の移転価格一実態調査

ここでは，日本企業の海外現地法人が親会社か

ら製品，半製品および部品などの供給を受けると

き，どのような基準にもとづいて移転価格を決定

しているのかをアンケート調査の結果から明らか

にしたい。

しかし，その前に日本企業は海外への直接投資

をどのようにして回収しようとしているかをみる

必要がある。投資の回収は利益送金，配当金など

さまざまな方法が考えられるが，製品，半製品な

どの供給によっても行なわれるからである。

海外直接投資の問題は，これまで管理会計で扱

われてきた設備投資の経済性判定モデルとは，か

なり内容を異にしている。設備投資モデルは，投

資対象が明確になっているので，それを導入した

場合のメリットーキャッュ・インフローーと，

それに必要なコストーキャッシュ・アウトフロー

ーを比較して有利性を判定しようとするもので

ある。その場合に必要な基本的要素は，初期投資

額，毎年のキャッシュ・インフロー，投資対象の

耐用年数と残存価額，計算利子率あるいは資本コ

ストなどである。

しかし，海外直接投資はこのような設備投資と

は，かなり内容を異にしている。まず，投資対象

の違いであるが，海外投資は証券とか不動産など

を除けば，人的および物的資源の複合体であって，

しかも１回限りのものではない。初期投資は小さ

くても，それが有利と判断されれば，追加投資あ

るいは拡張投資がなされるが，逆の場合には撤退

することもありうる。

また，海外進出しても，最初から利益を期待で

きる場合は少ないだろうし，配当によって投資額

をすべて回収することも不可能である。それでは，

日本企業は投資の回収に対してどのように考えて

日本の親会社が投資の回収をするさいには，進

出目的，進出先および進出形態-100％出資の

子会社か，あるいは現地企業の合弁形態かなど－

によって，その方法は異なるであろう。したがっ

て，回答はもちろん複数になるが，アンケートに

示した八つの回収方法に対して平均回答は三つで

あった。

表（７）投資の回収方法

壜…討尋Ｉ
これからわかるように，日本企業は投資の回収

を配当金とロイヤルティで行なおうとしている。

もちろん，配当をするためには利益を計上できな

ければならないが，この数字にはいま利益をあげ

ていなくても,将来,利益を計上したならば配当金

で回収するという期待も含まれていると思われる。

投資の回収をロイヤルティーで行なうという企

業が多いのは，調査対象となったのが製造業であ

るから当然かもしれない。とくに，このケースは

東南アジアの地域で現地企業と合弁形態をとった

場合に多いと思われる。ここで注目すべきは，獲

得した利益を現地の拡大投資に回すという企業が

23％と多いことである。これは，日本企業の海外

現地法人は進出の歴史が浅く，そのために２次

回収方法 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 合計

企業数 』、 101 3４ 4９ 7１ 8０ ３ ３ 346 

(％） (１） (29） (10） (14） (21） (23） (１） (１） (100） 
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あるいは３次投資の段階に入っているとみられる。

利益送金による回収が少ないのは，それを認め

ている国が少ないからである。また，部品，半製

品および製品の供給（売上）によって投資の回収

を行なおうとしている企業が24％ある。したがっ

て，この場合の移転価格は，当然に原価プラス基

準になる。さて，日本企業は現地法人との取引の

さい，どのような基準にもとづく移転価格を採用

しているのだろうか。今回の調査では，すでに述

べた四つの基準について質問した。

「海外現地法人に製品，部品，半製品などを供

給するとき，移転（振替）価格として採用される

基準は，つぎのうちどれでしょうか。該当する番

号をまるで囲んで下さい」

ｌ原価基準

２原価プラス基準

３市価基準

４市価マイナス法

５その他（具体的に； ） 

この原価基準には，すでに述べた市価基準のな

かのひとつに含めた交渉価格は含まれていない。

それは，つぎに述べる移転価格の決定権に含まれ

ている。その理由は，市価基準の決定方法にある。

市価基準が採用されるということは，移転価格の

対象となる生産物と同種，同質のものが市場に存

在することが前提となる。

しかし，完全に同じ製品が市場に存在すること

はまれであるから，同じクラスのものが比較の対

象になる。さらに，同じクラスの製品の市場価格

もメーカーによってさまざまであり，ただひとつ

の市価で決定されるわけではない。したがって，

移転価格をどのような基準で決定するかというこ

とのほかに，市価基準を採用するにしても，どの

ような市価を基準とするかは岐終的に交渉となら

ざるを得ないのである。そこで，アンケートでつ

ぎのような質問をした。

「移転価格の決定権はどこにありますか。該当

する番号をまるで囲んで下さい」

ｌ本社あるいは本国の事業部

２現地法人

３双方の交渉

もちろん，この場合でも進出目的，進'１１形態に

よって異なる基準を採用している企業もあるが，

複数回答したのは回答企業数118社のうち19社だ

けであった。 この結果は表（９）に示されているが，移転価格

の決定権を現地法人に与えている企業はゼロであ

り，親会社あるいは本社にあるとしたものが44社

で38％，それ以外の企業は双方の交渉によってお

り，予想通りもっとも多い。

表（８）移転価格の設定基準

F困囚回
雁河■田■甸皿mｍｍ

ｌｌｌ７ ＩＩ 

表（９）移転価格の決定権

表(8)から明らかなように，原価プラス基準が

もっとも多く，次いで市価基準となっており，原

価基準と市価マイナス法は同じ比率となっている。

このような結果はあらかじめ予想された通りであ

る。原価基準は，すでに述べたように全部原価と

変動費の二つが考えられるが，実際には後者が使

用されることはほとんどないであろう。というの

は，理論的には供給事業部の操業度が不完全な

場合には（標準）変動費基準が使用されることは

考えられるが，それはあくまでも同一企業の事業

部間のケースであって，独立した企業である現地

法人との間では採用されない。

以上みてきたような日本企業の海外現地法人の

移転価格の設定方法は，国内の同一企業の事業部

間のそれと比較してどのような特徴があるだろう

か。

日本企業間の事業部制のもとでの振替価格の設

定システムについては，1980年に行なわれた谷

武幸の調査がある('0〕。この調査によると，事業部

の振替価格の決定基準としては原価基準31％，

基準 １ ２ ３ ４ ５ 合計

企業数 』、１ 6５ 3９ 1５ ３ 137 

(％） (11） (47） (29） (１１） (２） (100） 

決定権 本社･本国事業部 現地法人 双方の交渉 合計

企業数 4４ ０ 7３ 117 

(％） (38） (Ｏ） (62） (100） 
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原価プラス基準25％，市価基準44％となっている。

また，複数の基準を採用している企業は41％となっ

ている。

海外現地法人を対象とした今回の調査と比較す

ると，国内移転価格は原価基準によって設定され

ている比率が大きいことがわかる。これは同一企業

の事業部間であるから，内部利益の控除という手

続きを省略するために採用されていると思われる。

谷武幸の調査では原価プラス基準の比率が小

さくなっているが，それは原価基準の比率が大き

いからであって，両者を合計すれば今回の調査と

ほぼ同じになる。また，谷武幸の調査では市価

基準のなかに市価マイナス法も含んでいる。した

がって，今回の調査でも二つを合計すれば大差は

ない。

それでは欧米系の多国籍企業と比較すると，どの

ような違いがあるだろうか。すでに掲げた｢国際経

営研究チーム（BusinesslnternationalResearch

Team-以下，ＢＩＲＴと省略する－)｣の実態

調査と比較してみよう(､)。

この調査結果によると，アメリカの多国籍企業

では原価プラス基準がもっとも多く使用されてお

り，次いで市価基準となっている(②。それに対し

て，欧州の多国籍企業は市価基準がもっとも多く，

次いで市価マイナス法となっており原価プラス基

準よりも上位にある。

このことから，日本企業はアメリカの多国籍企

業に近いことがわかる。それに対して，欧州の企

業は市価法，市価マイナス法を多く採用している。

しかし，ＢＩＲＴの調査はおよそ10年前のもので

あるから，現代ではいくぶん異なったものになっ

ているかもしれない。というのは，タックス・ヘ

イブン，移転価格の問題が貿易摩擦および政府税

収入との関連で顕著化したのは，最近，数年のこ

とだからである。

また，移転価格の決定権はどこにあるかという

点についてみると，アメリカの多国籍企業は本社

41％，双方の交渉38％，地域本部11％などとなっ

ており，欧州企業はそれぞれ33％，６３％，４％と

なっている。この結果からみると，日本企業は欧

州のそれに近いことがわかる。ただ，アメリカの

多国籍企業は歴史が古く，巨大で，かつ全世界に

およんでいるので，地域本部制がとられていたり

して分権が進んでいることも考慮しなければなら

ない。

（５）最適な国際移転価格

今回の日本企業の実態調査，そして欧米系の多

国籍企業に関する調査からも明らか|こように，国

際移転価格として使用されている基準は，原価プ

ラス基準，市価基準および市価マイナス法の三つ

である。それでは，国際移転価格の最適な設定方

法（基準）とはどのようなものであろうか。

ここでいう「最適な設定方法」という意味は，

親会社，現地子会社および当事国からみて公平な

価格ということであろう。しかし，なぜ公平な価

格が最適であるかは，それぞれの目的によってい

くぶん意味合いは異なる。

親会社・子会社あるいは本社・現地法人の会計

管理という点からみた場合，正しい業績評価と企

業全体の利益を鼓大にするという二つの目的を達

成できるような移転価格が最適であり，それは本

社からみても，現地法人からしても公平な価格で

なければならない。

他方，当事国からすれば，移転価格の操作によっ

て自国の税収人が減少するのを防止するのが最大

の眼目であるから，当事国の税収が公平になるよ

うな価格が最適となる。

このような要請を満たすものとして規定されて

いるのがアームスレングス価格（Arm'sLength

Price-以下，ＡＬＰと省略する）と呼ばれる

ものであり，多国籍企業の先進国であるアメリカ

の税法で規定され，現在ではＯＥＣＤの加盟国に

も取り入れられている。

ＡＬＰの算定方法としては，非関連会社価格比

準法（ＣＯmparableUncontroUedPriceMethod：

ＣＵＰ法)，再販売価格法(ResalePriceMethod：

ＲＰ法)，原価加算法（CostPlusMethod：ＣＰ

法）の三つがある('３〕・

ＣＵＰ法は「独立価格基準法」とも呼ばれるべ

きものであり，同一企業グループに属さない，つ

まり相互に関連のない企業間の売買価格が，親会

社と海外子会社のような関連会社間の移転価格を

決定するさいに基準とする方法である。もちろん，

この場合，それらの取引価格が比較可能であるた

めには，経済的条件，市場水準商品の特異性一
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ならない性格のものである。

たとえば，日本の移転価格税制では事前確認制

度というものを導入している。これは，あらかじ

め税務当局に移転価格のベースとなる資料および

計算方法を提示して確認を求める制度であり，そ

れ以後における税務当局との論議において，見解

の相違をなくそうとするものである。

最近，米国の移転価格税制でも事前価格合意制

度（AdvancePricingAgreement）が導入されて

いる('5)。これによれば，ＩＲＳとの間で関連会社

間で使用される移転価格について承認が得られた

ならば，その後の調査では合意された価格が守ら

れているか，承認時の前提条件に変化がないか，

の２点のみが調査されるという。

このように，日本でもアメリカでも事前確認制

度が導入されているが，税務当局と事前合意を得

るまでには相当の時間と費用が必要である。それ

にもかかわらず，日本の税務当局と合意した取引

価格が，アメリカのＩＲＳにも承認されるという

保証はないのである。すでに「国際移転価格の問

題点」でふれたように，訴訟問題に発展した場合

には，日本企業はＩＲＳから追徴税を請求された

根拠が不当であるという立証をしなければならな

いので卯個々の企業の負担能力を上回る費用と時

間が課せられることになる。

これからわかるように，国際移転価格をめぐる

問題は，個々の企業と現地政府の問題ではなく政

府間協議に依らなければならない性格をもってい

る。企業が税負担を回避するというのではなく，

あくまでも二国間の税収人の取り分に関する問題

であり，さらに報復合戦にも発展しかねないから

である。

二国間の貿易摩擦の象徴となっているもうひと

つの問題は，最近とくに日米間で頻繁に発生して

いるダンピングである。これは移転価格の問題と

は異なって，つねに日本企業が米政府（商務省）

から一方的に下されるケースが多い。すなわち，

ダンピングの認定は米国際貿易委員会（ＩＴＣ）

によってなされるので，もし，その決定に不服な

らば，ＩＴＣが催する公聴会などでシロであるこ

とを立証しなければならない。

また，ダンピング容疑を受けた日本企業は，定

期的に米商務省の検査を受けることになる。この

特許・商標・品質・デザインなど－およびその

他の条件を考慰しなければならない。

このような比較可能性を満たしていれば，ＣＵ

Ｐ法はいわゆる国際移転価格を決定するベースと

してのアームスレングス価格となる。すなわち，

｢アームスレングスという用語は，すべての関連

事実を考慮して，同一または類似の状況のもとで，

支配従属関係のない当事者間における独立の取引

で成立したあるいは成立したであろうとみられる

取引価額のことである｣(ｗ

ＲＰ法は，同じグループに属する売手から購入

した商品を，グループではない独立した買手に販

売した価格一再販売価格一から適正なマーク

アップ分を差し引いた残額を，グループから購入

したアームスレングス価格とみなす方法である。

もちろん，この場合にもいくつかの条件がある。

再販売されるまでの時間があまり長くないこと，

再販売する前に付加価値は発生していないことな

どである。

ＣＰ法は，製品の製造原価に適正な総利益率を

加算したものを関連会社間のアームスレングス価

格とみなす方法である。この方法が適用されるの

は，半製品が売買される場合，子会社が親会社の

下請企業の役割をする場合，売買される生産物が

特注品で原価が大きく，かつ予測しにくい場合

一政府と契約する軍需品品一などである。

関連会社間のアームスレングス価格としては，

ＣＵＰ法がもっとも望ましいが，それが利用可能

となるのはかなり限定された状況のときである。

したがって，ＣＵＰ法が使用できないときは，Ｒ

Ｐ法，ＣＰ法あるいはその他の方法が用いられる

ことになるが，どれを採用すべきかは，公正な価

格であることを証明できる最良のデータがあるか

ないかによって決定される。

（６）今後の展望

これまでみてきたように，国際移転価格をめぐ

る問題は，当該企業だけでなく当時国にとっても

厄介なものである。タックス・ヘイブンにかかわ

る問題は，当該企業とその企業が所在する政府と

の関連であるが，移転価格による二国間の税負担

の問題は－企業で解決するにはあまりにも大きな

ものであり，まさに政府間協定に依らなければ
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検査の中心は，原価計算が適正になされているか

どうか，そして価格の決定はどのように行なわれ

ているかなどである。これも個々の企業では対応

しきれない場合には政府間協定にもち込まれるこ

ともあり，その代表的な例が日米半導体協定であ

る(16)。

９１年８月から施行された第２回目の日米半導体

協定では，日本の半導体メーカーは生産コストの

資料を保管することを義務づけられ，ダンピング

の疑いがあった場合には，その資料を米商務省に

すみやかに提出するという内容が盛り込まれてお

り，これまで企業秘密の最たるものと考えられて

きた原価も白日のもとにさらされることになる。

これからわかるように，日本企業は移転価格税

制によって上限が規制される一方，ダンピングへ

の抵触を回避するために下限も考慮しなければな

らないという二重のわく組にはめられている。つ

まり，輸出価格についていえば，企業の価格戦略

という選択の余地はあまりなく，原価計算にもと

づく「適正な」価格，しかもそれを立証できるよ

うなものが要求されることになろう。

このような状況のもとで，日本企業がこれらの

問題に非生産的なコストと時間を費やさないため

には，将来どのような対策が必要であろうか。著

者は，これに対して二つの提案をしたい。国際的

な原価計算基準の設定と，国内における業種別統

一原価計算制度の設置である。

国際的な原価計算基準の設定は，多国籍企業が

増大するにつれてますます急務となる。海外現地

法人の管理といった企業内部の観点からも，原価

計算が同じ基準のもとでなされているならば，そ

の比較と合算も容易になることは明らかであろう。

また，会計監査という点から考えても，それは明

らかにメリットがある。そして，なによりもダン

ピングや移転価格による操作の疑いをかけられた

とき，相手国の検査にも時間がかからないし，白

黒を立証するさいにも明瞭である。

現在，日本にある原価計算基準は昭和37年に設

定されたものであるが，今日では企業環境も変化

したので形がい化している。そもそも，すべての

業種に共通した原価計算基準を設定したところに

無理があったといわなければならない。同じ製造

業でも，製造工程の違いや製品の特性によって，

当然に原価計算の方法は異なるはずである。さら

に，サービス業の原価計算とか，金融業などにも

妥当するような計算システムの構築も要求される

ようになっている。

業種別の統一原価計算が確立されれば，ダンピ

ングなどの疑いがかけられたときに業界一致して，

それに対処することができるであろう。通常，ダ

ンピングの提訴は－社だけでなく，その業界に属

する複数の企業に対して同時に行なわれることが

多いからである。

筆者のこのような提案に対して，企業にとって

原価計算は自由裁量が認められている唯一の計算

システムであって，これこそがその企業の独自性

を示すものであると反論されるかもしれない。た

しかに，原価計算の方法が業界ごとに統一されれ

ば不透明な部分がなくなり，企業秘密であった原

価もオープンになるであろう。

しかし，今日のような国際化の時代では，公正

な計算システムが要求されていることはすでに述

べたことから明らかである。企業が国際競争で勝

つためには，価格戦略ではなくてすぐれた原価管

理，原価企画によって，他企業より安価で，良質

な製品を提供することである。

（１）移転価格あるいは振替価格の問題は，大企業

が分権的組織のひとつの形態として事業部制を導

入したことから生じたものである。したがって，

ＧＭ，デニポンのような事業部制をいち早く導入

した企業をもつアメリカにおいて，1950年代から

この研究はなされている。それについてはつぎの

二つの文献を参照されたい。Ｃｆ,谷武幸「事業部

業繍管理会計の基礎」国元書房，1983年，第６章

以下。宮本寛蘭「国際管理会計の基礎一振替価格

の研究」中央経済社，1983年。

（２）事業部の業績評価および動機づけは，事業部

の管理権限をもっている事業部長を対象としてい

た。したがって，事業部の業績評価の結果は，日

本企業ではあまり強くはないが，事業部長のそれ

につながっている。

しかし，最近の新聞報道によれば，神戸製鋼所

は良い業績をあげた事業部に対してボーナスを支

給する「部門別業績還元金制度」を92年から導入

することを決めたという。これは，それぞれの事業
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部の「１人当たり経常収益」と「総資産利益率」

を計算し，基準値一前者は300万円，後者は３％

－より多いか少ないかを比較して支給額を決める

というものである（91年８月12付日本経済新聞）

筆者の知る限り，このような事業部の業績評価

の従業員への直接的なフィードバックは，わが国

では初めてのものであろう。ここでの業繍評価は，

これまでのように事業部長だけを対象としている

のではなくて，事業部のすべての構成員である。

ただ，ここで問題となるのは，事業部には所属し

ない本社部門への従業員と，成熟製品を多くもっ

ている事業部とそのような製品をもたない事業部

の従業員との不平等をどのように調整するかとい

うことであろう。

（３）Ｃｆ､門田安弘「振替価格と利益配分の基礎」同

文館，1989年，８１頁以下。

（４）内部振替に使用される価格は，販売費および

管理費を含まない製造原価である。しかし，事業

部が地域的に離れている場合には，包装・こん包

費などは当然にプラスされるべきである。

（５）このような税率がゼロ，あるいは低い国（ま

たは地域）をタックス・ヘイブンという－租税が

まったくない国をタックス・パラダイスというこ

ともある－．カリプ海湾岸の諸国，バハマ，バミュ

ーダ，モルディブなど41の国・地域が指定されて

いる。

（６）日本の半導体・ピデオカメラのメーカーが，

現在この問題で米ＩＲＳの調査を受けているとい

われる。そのなかでも，富士通(株)はこれまでの

ような日米政府間協議による解決ではなく，提訴

で対抗する手段をとったために注目をあびている。

富士通は米国にある二つの現地子会社を通じて

半導体の販売をしているが，ＩＲＳは「日本の親

会社である富士通からの輸出価格が不当に高いの

で，子会社の所得が圧縮された」として，総額

6,410万ドルの追徴請求を受けていた。

米国の移転価格税制では，移娠価格が適正なも

のであるという立証義務は納税者側にある。した

がって，公認会計士，弁誕士，エコノミストなど

の専門家に依頼しなければならないので，訴訟費用

は膨大なものになる。

（本稿の校正の段階で，ＶＴＲなどの移転価格で

ＩＲＳから法人税の追徴を請求されていた松下電

器産業が，政府間協議の結果，７億円の法人税を支

払うことで最終合意したことが報道された。した

がって，日本の半導体メーカーもこのような解決

法を採るものと思われる）

（７）東京国税局は91年２月，外資系の大手損害保

険会社であるＡＩＵ日本支社に対して，再保険手

数料を低く設定して本来，日本支社の利益となる

べき法人所得が米国の関連会社に移っているとし，

移転価格税制を適用して追徴課税する更正処分を

した。

ＡＩＵ側は移転価格税制は製造業を対象とした

ものであり，金融サービス業に適用するのは問題

があるとして反論している。これは86年に移転価

格税制が導入されて以来，外資系企業に適用され

た例の第１号で，在米日系企業が追徴されるケー

スが多かっただけに，それに対する報復ともいえ

る意味合いをもっている。

（８）日本の都市銀行４行は，８９年に海外子会社を

利用して所得を日本から移し，税を回避したとし

て追徴課税されている。これは，海外子会社の損

失をうめるために，子会社の所有する有価証券を

市場価格より高く購入したのが，国税局から所得

の移転とみなされたのである。

このケースは日本の親会社が海外の子会社に所

得を移したのであるが，これもやはり「移転価格」

とみなされたのである。メーカーを対象として制

定された移転価格税制は，金融・保険業などにも

適用されるようになっている。

（９）８７年にトヨタ自動車と日産自動車は，日米政

府間協識によって二重課税を回避するために，日

本から総額1,200億円の還付を受け，その一部を米

国子会社に送金し追徴課税の支払いに充当した。

(10）Ｃｆ､谷武幸「事業部業績管理会計の基礎」国

元瞥房，1983年，第７章。この調査は，水産・農

林業，建設業，鉱・製造業の466社を対象にして行

なわれ，そのうち179社から回答を得ている。

(11）LJamesCzechowicz,FrederickDS・Choi，

andVinodBBauishi,AssesingForeignSub‐ 

sidiaryPerformance：Systems＆Practices 

ofLeadingMultmationalCompanies（Ｎｅｗ 

Ｙｏｒｋ：BusinesslnternationalCorporatiｏｎ， 

1982） 

なお，この実態調査の内容については下記の文献
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で紹介されているので，本稿でもこれに依存して

いる。

Ｃｆ・宮本寛鯛「多国繍企業管理会計」中央経済社，

1989年，67-88頁。

(12）この調査では市価（基準）法とは別に市価マ

イナス法，見積市価法という項目があるが，あま

り使用されていないという結果がでている。

(13）Ｃｆ宮本寛爾「国際管理会計の基礎一振替価

格の研究」中央経済社，1983年，第６章，第７章。

五味雄治「移転価格税制をめぐる最近の諸問題」

ＪＩＣＰＡジャーナル，1990年，ＭＡＲ(No.416)，

37-41頁。

なお，ＡＬＰの三つの算定方法は，従来ＣＵＰ法，

ＲＰ法，ＣＰ法の順序で使用すべきであるとされ

てきたが，その後の改正によって，後者の二つに

ついては優先順位がなくなった（五味雄治，上掲

論文，４０頁参照)。

(14）宮本寛爾，上掲普（1983年)，126頁。ＡＬＰ

より広い意味の用語として，基本的アームスレン

グス利益率法（BasicＡｒｍ,sLengthReturn

Method）というものがあり，サービスの提供や，

有形資産の移転のさいにも適用される。これにつ

いてはつぎの文献を参照されたい。Ｃｆ・五味雄治，

上掲論文，３７頁。

(15）Ｃｆ沓川義治「移転価格税制一米国での追徴

課税とわが国の対応調整(下)」企業会計，1991年９

月号，12-13頁。

(16）第１回の日米半導体協定では，日本製品のダ

ンピングを防止するために，ＤＲＡＭの生産コス

トに利益８％を加算したＦＭＶ（更正市場価格）

以上の価格で販売することが協定に盛り込まれて

いた。したがって，日本の半導体メーカーは原価

計算の公表を余儀なくされていたわけである。し

かも,それぞれの企業によって原価は異なるわけ

であるから，アメリカ政府は日本の半導体メーカー

の企業別競争力をも把握していたのである。

び連結会計などのいわゆる国際会計と呼ばれるも

のがそうである。

しかし，これらはいずれも財務会計の領域で

ある。ところが最近，海外現地法人の増大ととも

に管理会計の領域にも新しい問題が生まれてきた。

ひとつは，海外現地法人をいかにして管理するか

という問題であり，これは一般に会計数値を通じ

て行なわれるので，業績評価を中心とした管理会

計の領域となる。もうひとつの問題は最近とくに

目立っているが，移転価格とダンピングをめぐる

ものである。

前者は国内の事業部管理の延長上にあると考え

られるが，海外現地法人は，たとえ100％出資で

あるにせよ，独立した企業であるという点で違い

がある。また，後者の問題は貿易摩擦とも絡み合っ

て深刻の度合は増している。もともと日本企業が

現地生産へと踏み切った背景には，貿易摩擦を解

消するという目的もあったのに，これから新たな

問題を生みだしてしまったのは皮肉である。

日本企業の海外現地法人がとくに増大したのは

80年代後半からである。したがって，このような

問題に対して日本企業はまさに手探りの状態で対

処しているといってもよい。もちろん，このよう

な管理会計の新しい研究領域は実践の場から生ま

れたのであって，研究者サイドからではない。

著者はこのような状況にあって，日本企業がこ

れらの問題に対してどのように対処しているかを

調査する必要性を感じてきた。現実の把握なくし

て，これらの領域への研究アプローチはあり得な

いからである。幸いにも，企業の協力によって日

本企業の実態が明らかになったが，すでに述べた

ようにまだ手探りの段階であるから，いずれ現地

法人が成熟した段階で再び調査して比較すれば，

興味ある結果が得られるかもしれない。

本稿の最初にも述べたように，海外現地法人を

対象にしたこのような実態調査は，会計の領域で

は著者の知る限り初めてのものである。それゆえ

に，本稿の内容はこの領域のパイロット研究とし

て今後の発展に貢献できると思う。（1991年８月）

「本稿は平成２年度文部省科学研究費一般研究ｃ

によるものである」

おわりに

日本企業の海外現地法人の増大は，企業のグロー

バリゼーションあるいは多国籍化をもたらしたが，

それはまた会計の領域にも新しい問題を生みだし

ている。会計監査の国際化振替換算の問題およ
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